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平成２６年労第３３２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業

補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日にＡ県Ｂ市所在のＣ（以下「事業場」という。）に

雇用され、林業作業員として就労していた。 

請求人は、平成○年○月○日にＡ県Ｄ町の作業現場で、トラックに杉材を積み

込む作業を行っていたところ、杉材１本（３０㎝×４m）が抜け落ち同人の胸を直

撃したため、約２．５ｍ下の地面に転落し負傷した（以下「本件負傷」という。）。 

請求人は、直ちにＥ病院に搬送されたが気道損傷を疑われたため、ドクターヘ

リでＦ病院に移送され「両側肋骨多発骨折、外傷性縦隔気腫、右血胸肺炎」と診

断された。その後同病院で同年○月○日まで加療後、Ｅ病院に転医し治療を継続

していたところ、請求人は、痛みで仕事に復帰できないかもしれないという不安

感でイライラした気持ちが続いたなどとして、平成○年○月○日にＧ病院に受診

し「外傷後抑うつ状態、不眠症」と診断された。なお、本件負傷による傷病につ

いては平成○年○月○日に治ゆ（症状固定）となっている。 

請求人は、本件負傷後、抑うつ、イライラ及び不眠が強く薬物療法を継続して

いるとして、監督署長に療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたところ、監

督署長は、請求人に発病した精神障害は業務上の事由によるものとは認められな

いとして、これらを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」
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という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、さらに、この決定を不服として、本件再審査請求に及んだも

のである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人の傷病名及び発病時期について、労働局地方労災医員協議会精神障害

専門部会（以下「専門部会」という。）は、平成○年○月○日付け意見書におい

て、要旨、「請求人は退院後のリハビリや温熱療法にもかかわらず、右上肢の可

動域制限の改善がみられないことから、今後仕事に復帰できないかもしれない

と不安を感じ、症状固定後の経済的な不安から抑うつ症状が激しくなったもの

と考えられる。したがって、請求人に現れたこのような症状を総合的に判断す

ると、身体状態に対する不全感、今後の生活に対する不安と抑うつ症状の混合

性不安抑うつ反応と判断し、ＩＣＤ−１０診断ガイドラインに照らし、平成○年

○月○日頃に『Ｆ４３.２ 適応障害』（以下「本件疾病」という。）を発病した

ものと判断する。」と述べている。この点、Ｈ医師の平成○年○月○日労働基準

監督署（以下「監督署」という。）受付の意見書及びＩ医師の平成○年○月○日

監督署受付の意見書においても同旨の所見が示されており、当審査会としても

専門部会の医学的見解は妥当であるものと判断する。 

（２）ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長が、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月２
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６日付け基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）を策定しており、当

審査会としてもその取扱いを妥当なものと考え、以下、認定基準に基づいて、

請求人に発病した本件疾病の業務起因性について検討する。 

（３）請求人は本件負傷により平成○年○月○日から療養を継続しているものであ

り、請求人の発病前おおむね６か月間に業務による出来事は認められない。し

かしながら、請求人は、自身の本件負傷が重度であり、そのため精神的に不安

定になったものである旨主張していることから、念のため、本件負傷による心

理的負荷について検討する。 

まず、請求人の本件負傷は、平成○年○月○日監督署受付の労働者死傷病報

告及び決定書理由第２の２の（２）に記載されているとおり、作業現場におい

てトラックに杉材を積み込む作業を行っていたところ、杉材１本（３０㎝×４m）

が胸を直撃したため、約２．５ｍ下の地面に転落し受傷したというものである。

受傷同日、請求人はＦ病院にヘリコプターで搬送されているものの、Ｊ医師は、

平成○年○月○日監督署受付の意見書において、要旨、「初診時の自覚症状は激

しい疼痛。縦隔気腫があったため気道損傷を疑われヘリコプター搬送されたが、

気道に明らかな損傷は認めなかった。疼痛が強かったことは否定できないが、

精神的に不安定な状態は特に確認していない。後遺症の可能性は少ないと思わ

れる。」と述べている。 

次に、請求人の症状の経緯について、請求人は、疼痛を訴えるものの次第に

体動もスムーズになり、約５週間を経過した平成○年○月○日には希望して転

院している。転院先のＩ医師は、平成○年○月○日監督署受付の意見書におい

て、要旨、「初診時の自・他覚症状は右背部痛の訴えあり、トイレ歩行はようや

くされていた。Ｆ病院よりピクナジン処方あり、また、平成○年○月○日より

薬疹にてアレロック錠と軟膏処方あり。請求人の症状は重篤な状態ではない。」

と述べている。その後、請求人は同年○月○日に同病院を退院し、通院にて鎮

痛剤と眠剤を処方されている。 

以上のような本件負傷の程度及びその後の療養経過からみて、当審査会とし

ては、請求人が「生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能とな

る後遺障害を残すほどのケガをした」とまでは言えないものであることから、

「特別な出来事」には該当しないものと判断する。 

また、「特別な出来事」以外の出来事だとして、認定基準別表１の具体的出来



 

- 4 - 

事「（重度の）病気やケガをした」（平均的な心理的負荷の強度「Ⅲ」）に当ては

め評価するも、その心理的負荷の総合評価は「強」に至らないものと判断する

ことが相当であり、請求人の本件負傷と本件疾病との間に相当因果関係を認め

ることはできないものである。 

３ 以上のとおりであるので、請求人に発病した本件疾病は業務上の事由によるも

のとは認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及

び休業補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理

由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


